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宮崎県福祉保健部医療薬務課

医務担当 手塚

歯科技工所に関する届出様式の送付について

お世話になつております。

標記について、「歯科技工所開設届 (様式 6号)及び技工所平面図」、「施術所・歯科

技工所 (変更・休止・再開・廃止)届 (様式 7号 )」 を別添のとおり送付いたします。

開設届出の場合は、業務従事者の免許証の写し (原本照合を保健所窓口で行います)

も必要です。

なお、届出の提出先やお問い合わせ先は、歯科技工所の開設‐場所を所管する保健所と

なりますので、その旨併記していただきますようお願いいたします。
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